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第 1 編 私立幼稚園・学校法人の管理運営 

  



~ 2 ~ 
 

第１章  幼稚園の管理と運営 
 

 １ 私立学校と学校法人 

(1)   「私立学校」の定義 

「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいいます。（私立学校法第２条第３項） 

なお、学校法人以外の者によって設置された個人立等の幼稚園（学校教育法附則第６

条。 ）は、ここでいう「私立学校」には含まれませんが、一定の規定の適用については、

当分の間、私立学校に含まれることとされています。 （私立学校法附則第１２項。） 

(2)  学校法人の定義 

 「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより

設立される法人をいいます。（私立学校法第３条） 

(3)   学校法人の設立 

 学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私

立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、知事の認可を受けなければなりません。（私

立学校法第３０条、第３１条） 

(4)   私立学校と学校法人の関係 

 学校法人は、私立学校を設置運営する主体であり、学校法人は私立学校を管理し、私

立学校の経費を負担するとともに、権利業務の主体となります。 

  

 ２ 私立学校の設置認可 

(1)  私立学校を設置しようとするときは、当該私立学校の所轄庁に対し、学校法人の寄附

行為（変更）認可申請を行うと同時に、当該私立学校の設置認可申請を行い、設置認可

を受けることが必要となります。（学校教育法第４条） 

(2)  設置認可に当たっては、文部科学大臣の定める設置基準及びこれに基づいて知事が定

める審査基準等に従って審査することになります。（学校教育法第３条） 

 なお、知事はあらかじめ私立学校審議会の意見を聴取します。（私立学校法第８条） 

 

 ３ 私立幼稚園の性格及び所轄庁との関係 

(1)  幼稚園は、小学校、中学校、高等学校、大学等と同様に「学校」であり、学校法人に

よって設置される学校を「私立学校」といいます。 （学校教育法第１条、第２条第２項） 

(2)  私立学校は、①自主性の尊重、②公共性の高揚を二大理念とし、設置者の建学の精神

に基づき、特色ある教育を行っています。（私立学校法第１条） 

(3)  私立幼稚園が学校教育機関としての責任を果たすためには、学校教育法、私立学校法
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等関連法令の定めるところにより、適正に管理・運営されなければなりません。 

(4)  私立幼稚園の所轄庁は都道府県知事です。（私立学校法第４条） 

〔都道府県知事の主な権限〕 

①  私立幼稚園の設置廃止、設置者の変更、収容店員に係る学則（園則）の変更の認可

を行うこと。（学校教育法第４条第１項） 

②  私立幼稚園が法令の規定に故意に違反したとき、法令の規定に基づく知事の命令に

違反したとき、または６か月以上授業を行わなかったときに幼稚園の閉鎖を命ずるこ

と。（学校教育法第１３条） 

③  私立幼稚園に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求める

こと。（私立学校法第６条） 

④  目的、名称、位置、学則（園則）又は経費の見積り及び維持方法を変更しようとす

るとき、園地、園舎等に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は

用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするときにその旨

を届け出させること。（学校教育法施行令第２７条の２） 

 

 ４ 事務処理と備付表簿 

(1)  私立幼稚園は、学校教育法、私立学校法その他の関係法令等に基づき管理・運営され

なければなりませんが、これらの法令に基づく認可、届出事項については、事務処理に

遺漏のないようしなければなりません。 

(2)  幼稚園に備え付けなければならない書類については、概ね次のとおりであると定めら

れています。（学校教育法施行規則第２８条第１項） 

①  学校に関係のある法令 

②  園則（学則）、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記

録簿、学校薬剤師執務記録簿及び幼稚園日誌 

③  職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級及び時間表 

④  指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 

⑤  入園者の選抜及び成績考査に関する表簿 

⑥  資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、

模型等の教具の目録 

⑦  往復文書処理簿 

(3)  保存年限（学校教育法施行規則第２８条第２項） 

① 幼稚園幼児指導要録のうち入園、卒園等の学籍に関する記録 ２０年間 

② その他の表簿      ５年間 
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(4)  指導要録（学校教育法施行規則第２４条） 

①  園長の指導要録の作成義務 

②  指導要録の抄本又は写しを進学先の校長に送付 

③  転校した場合、転校先の校長に送付 

 

 ５ 教員・園長について 

(1)  幼稚園に置かなければならない教職員の種類とその職務は、学校教育法（同法施行規

則を含む。）及び学校保健安全法等の法令、また学校教育法に基づいて定められた幼稚

園設置基準の定めがあります。 

①  園 長 ＝園務を司り、所属職員を監督する 

②  副園長 ＝園長を助け、命を受けて園務を司る 

③  教 頭 ＝園長及び副園長を助け、園務を整理し及び必要に応じ幼児の保育を司る 

④  主幹教諭＝園長、副園長及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並び 

に幼児の保育を司る  

⑤  指導教諭＝幼児の保育を司り、教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実 

のために必要な指導及び助言を行う 

⑥  教 諭 ＝幼児の保育を司る 

⑦  助教諭 ＝教諭の職務を助ける 

⑧  講 師 ＝教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する 

⑨  養護教諭＝児童の養護を司る 

(2)  幼稚園には、園長、教頭、各学級毎に少なくとも専任の教諭１人を置かなければなりま

せん。ただし、副園長を置くとき、その他特別の事情があるときは教頭を置かないことが

できます。 

（学校教育法第２７条第１項、同条第３項、幼稚園設置基準第５条第１項） 

(3)  幼稚園には園長、教頭、教諭のほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教

諭、事務職員、養護助教諭、その他必要な職員を置くことができます。 

（学校教育法第２７条第２項） 

(4)  特別の事情があるときには、各学級毎に置かなければならない専任の教諭は、専任の副

園長又は教頭が兼ねたり、その幼稚園の学級数の３分の１の範囲内で専任の助教諭若しく

は講師を充てることができます。（幼稚園設置基準第５条第２項） 

(5)  専任でない園長を置く幼稚園については、各学級毎に１人以上置かなければならない専

任の教諭、助教諭若しくは講師のほかに、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助

教諭又は講師の何れか１人を置くことが原則です。 
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（幼稚園設置基準第５条第３項） 

(6)  幼稚園には、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければなりませ

ん。（幼稚園設置基準第６条） 

(7)  園長の資格 

 学校教育法施行規則第２０条、第２１条、第２２条 

(8)  副園長及び教頭の資格 

 学校教育法施行規則第２３条（園長の資格と同様） 

 ※(7)及び(8)については、別冊２ Ｐ３４「学校教育法施行規則 抜粋」を参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

教員免許更新制度等について 

 
１ 平成 21 年４月から教員免許更新制度が導入されています。 

詳細は、別冊２ Ｐ３５「教員免許更新制の概要」をご参照ください。 
 
更新されていない方は、教職に就くことができません。 
学校法人におかれましては、適切に管理を行っていただく必要があります。 

 
２ 学校法人は、教員について以下の事由に該当する場合は、こども政策課に報告をし

なければなりません（教育職員免許法第十四条の二）。 
※ 様式は任意です。該当教員の氏名、生年月日、教員免許状の種類番号・取得年月

日・授与権者をご報告願います。 
 

①以下のいずれかに該当 
・成年被後見人又は被保佐人 
・禁錮以上の刑に処せられた者 
・日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 
②教員を解雇した場合において、解雇事由が以下に該当すると思料される 
・懲戒免職の事由に相当する事由 
・分限免職の事由に相当する事由 
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６ 私立幼稚園に必要な施設・設備について 
   私立幼稚園の設置基準については、「幼稚園設置基準」（別冊２ Ｐ２参照。）があり、幼

稚園を設置する者が従わなければならない「設置の基準」であるとともに、幼稚園設置後

もこれを基準として幼稚園教育の水準の維持、向上を図らなければなりません。 

(1)  幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で通園に安全な環境にあり、また施設・設備等は、

指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものであること。 

（幼稚園設置基準第７条） 

(2)  園舎は２階建以下が原則です。２階建とする場合及び特別な事情で３階建以上とする

場合も、保育室、遊戯室及び便所は第１階に置かなければなりません。ただし、耐火構

造で幼児の退避上必要な施設を備えるものであれば、これらを第２階に置くこともでき

ます。（幼稚園設置基準第８条第１項） 

(3)  園舎と運動場は同一敷地内又は隣接する位置にあることを原則とします。（幼稚園設

置基準第８条第２項） 

(4)  幼稚園には、職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所及び飲料水用・手洗い用・足洗

い用設備を備えること。（幼稚園設置基準第９条第 1 項） 

(5)  保育室の数は、学級数を下らないこと。（幼稚園設置基準第９条第２項） 

(6)  飲料水の水質は、衛生上無害であること。（幼稚園設置基準第９条第４項） 

 

 ７ 園地・園舎の考え方 

  《園 舎》  幼稚園の施設のうち幼児の経験や活動に必要なスペースと、管理・運営に必要

なスペースのうち、屋根で被われており、かつ、壁等により風雨を防ぎえる部分

を指します。 

       ※ 温室、家畜小屋、鳥小屋等の飼育栽培用の施設設備等は一般には園舎に含め

ません。 

  《運動上》  運動場の範囲は、①平坦な広場、②固定遊具を設置する場所、③起伏のある場

所を含みます。 

  《園 地》  幼稚園の園地の面積には、園舎敷地や運動場のほかに、①中庭、裏庭等建物に

付随した部分、②園児の登降園等のための部分等が含まれます。 

       〔園地面積〕－〔園舎敷地面積〕が運動場面積ではありません。 
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○ 園地・園舎面積の考え方について（具体的事例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 園舎面積・運動場面積・園地面積早見表 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①園舎 
 

園舎面積に算入する（建物と定義される部分） 
 

 園舎面積に算入しない 

 

②園地                 ③園舎敷地の考え方 

       園地 

       運動場 

       その他 

バス車庫 

遊   具 
遊 具 

鳥小屋 

固定プール 

倉 庫 

花

壇 

 
職員・保護者駐車場 

（園地には入らない。） 

テ 
 
ラ 
 
ス 

園 
 
 
 
 
 
舎 

園  舎 

園 舎 敷 地 
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 ○ 園舎面積・運動場面積早見表 
（参考）                            （単位：㎡） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

○ 栃木県私立幼稚園設置認可審査基準（別冊２ Ｐ５参照） 

① 保育室の標準面積 ５２．８９㎡（１６坪） （第８条第５項） 

② 遊戯室の標準面積  ９９．１７㎡（３０坪） （第８条第５項） 

 ③ 園地は原則として自己所有とするが、やむを得ず借用とする場合には、国及び地方公共団

体等からの借用を除き、借用期間が２０年以上で、借用について原則として地上権若しくは

賃借権の設定登記又は公正証書の作成が必要（第８条第２項） 

 

 ８ 保健・安全管理について 
   幼稚園における保健、安全管理については、「学校においては、別に法律で定めるところ

により、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため健康診断を行い、

その他その保健に必要な措置を講じなければならない」（学校教育法第１２条）との規定が

あり、具体的な定めが学校保健安全法（別冊２ Ｐ２６参照）にあります。 

(1) 幼稚園の保健安全管理の一般的事項 

   ① 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置 

   ② 学校保健計画、学校安全計画及び危険等発生時対処要領の策定 

   ③ 環境衛生の維持 

   ④ 学校環境安全の維持 

   ⑤ 園児及び教職員の健康診断の実施 

   ⑥ 園児の健康に関する健康相談の実施 

   ⑦ 感染症の予防の実施 

(2) 園児は、身体的諸機能が未熟であり、危険に対する注意力や判断力が乏しく病気に対

する抵抗力も弱いため、安全や健康に対する配慮が不可欠です。そのため、幼稚園にお

 
学級数 

区分 
 

 
２ 

 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

園 舎 面 積  320 420 520 620 720 820 920 1,020 
運動場面積  360 400 480 560 640 720 800 880 

 
学級数 

区分 
 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

園 舎 面 積  1,120 1,220 1,320 1,420 1,520 1,620 1,720 1,820 
運動場面積  960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,360 1,440 1,520 
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いては、「学校保健計画」及び「学校安全計画」を策定し、実施しなければなりません。

（学校保健安全法第５条、同法第２７条） 

     また、「危険等発生時対処要領」は、事故災害等から児童生徒等の安全を確保するため

に作成し、訓練の実施等、必要な措置を講ずるものとされています（同法第２９条）。 

     ① 学校保健計画 

       学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画であり、

毎年度、学校の状況や前年度の学校保健の取組状況等を踏まえ、作成されるべきもの

です。学校保健計画には、ア）園児及び教職員の健康診断、イ）環境衛生検査、ウ）

園児等に対する指導に関する事項を必ず盛り込まなければなりません。 

     ② 学校安全計画 

       学校安全計画は、学校において必要とされる安全に関する具体的な実施計画であり、

毎年度、学校の状況や前年度の学校安全の取組状況等を踏まえ、作成されるべきもの

です。学校安全計画には、ア）学校の施設設備の安全点検、イ）児童生徒等に対する

通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導、ウ）教職員に対する研修

に関する事項を必ず記載しなければなりません。 

       特に、学校の施設設備の安全点検については、施設設備の不備や危険箇所の点検及

び確認を行うとともに、必要に応じて補修、修繕等の改善措置を講ずることが求めら

れています。（学校保健安全法第２８条） 

     ③ 危険等発生時対処要領 

       危険等発生時対処要領は、学校において児童生徒等の安全の確保を図るため、当該

学校の実情に応じて、危険等発生時に職員がとるべき具体的内容及び手順を定めるも

ので、校長は要領の職員への周知、訓練の実施等の必要な措置を講ずるものとされて

います。 

(3) 園児の健康診断（学校保健安全法第１３条、同法施行規則第５条） 

園児の健康診断は、毎学年定期（６月３０日まで）に行わなければなりません。 

ただし、疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けられなかった

幼児に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行います。 

また、必要がある場合は、臨時の健康診断を実施することになっています。 

① 検査項目（学校保健安全法施行規則第６条） 

ア 身長及び体重  イ 栄養状態 

ウ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の常態 

エ 視力及び聴力  オ 眼の疾病及び異常の有無 

カ 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無  キ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 



~ 10 ~ 
 

ク 心臓の疾病及び異常の有無（心電図検査を除くこと可） 

ケ 尿（蛋白、糖について実施するが、糖を除くこと可） 

コ その他の疾病及び異常の有無 

※胸囲及び肺活量、背筋力、握力等を加えること可 

② 健康診断票の作成（学校保健安全法施行規則第８条） 

ア ５年間保管  イ 進学先の校長へ送付  ウ 転校先の校長へ送付 

③ 事後措置（学校保健安全法施行規則第９条） 

ア ２１日以内に結果を保護者へ通知  イ 疾病の予防措置を行う 

ウ 医療・検査等を受けるよう指示 

 (4) 教職員の健康診断（学校保健安全法第１５条） 

教職員の健康診断は、毎学年設置者が定める適切な時期に行わなければなりません。

（学校保健安全法施行規則第１２条） 

① 検査項目（学校保健安全法施行規則第１３条） 

ア 身長（２０歳以上は除くことができる。）、体重及び腹囲（３５歳を除く４０歳未

満の職員。ただし、妊娠中の女子職員等は除く。） 

イ 視力及び聴力  ウ 結核の有無  エ 血圧  オ 尿 

カ 胃の疾病及び異常の有無（妊娠中の女子職員除く。４０歳未満を除くこと可） 

キ 貧血検査  ク 肝機能検査 

ケ 血中脂質検査  コ 血糖検査    ３５歳を除く４０歳未満は任意実施 

サ 心電図検査 

シ その他の疾病及び異常の有無 

※ 学校保健安全法施行規則第１３条第３項に検査項目除外規定あり。 

② 健康診断票の作成（学校保健安全法施行規則第１５条） 

ア ５年間保管  イ 異動先の設置者へ送付 

(5) 学校環境の衛生管理 

学校環境の衛生管理については「学校環境衛生基準」に基づき行われる『環境衛生検査』

と『日常における環境衛生』があります。（学校保健安全法施行規則第１条～第２条） 

◎『環境衛生検査』 定期の環境衛生検査・臨時の環境衛生検査 

✍ 設置者は、「学校環境衛生管理マニュアル」を参考にし、学校薬剤師等とも協力しな

がら、環境衛生検査を実施し、適切な環境の維持に努めなければなりません。 

✍ 検査項目 ①教室等の環境、②飲料水等の水質及び施設・設備、③学校の清潔、ネズ

ミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理、④水泳プール 

◎『日常における環境衛生』 日常的な点検 

✍ 検査項目 ①換気・温度・明るさとまぶしさ・騒音、②飲料水の水質・雑用水の水質・
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飲料水等の施設・設備、③学校の清潔・ネズミ、衛生害虫等、④プール水

等・附属施設・設備等 

(6) 学校事故対応に関する指針 

学校事故対応の在り方に係る指針として「学校事故対応に関する指針（H28.3.31 文部科学

省局長通知」が示されています。この指針では死亡事故等の重大事故が発生した場合、設置

者が外部の調査委員会を設置して、原因究明・再発防止策を検討することとされています。 

本指針を参考に、事故対応に関する共通理解と体制整備を図ることが必要です。 

※ 主に私学助成選択の幼稚園向け 

(7) 教育・保育施設等における未然防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

事故発生防止や事故発生時の取組等の参考となるものとして、「教育・保育施設等におけ

る未然防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（H28.3.31 内閣府参事官他通知）」

が示されています。 

このガイドラインを参考とし、具体的な指針等を策定し、教育・保育等を実施することが

必要です。 

※ 主に施設型給付選択の幼稚園向け 

 

９ 自己評価、情報提供等 

学校教育法第２８条及び第４２条の規定により、幼稚園は、文部科学大臣の定めるところによ

り当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運

営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければなりま

せん。学校評価の実施及び公表等については、学校教育法施行規則により定められています。 

(1) 自己評価（学校教育法施行規則第６６条） 

幼稚園は、その実情に応じて適切な項目を設置した上で、幼稚園の教育活動その他の学校運

営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければなりません。自己評価の結果

の公表内容については、評価結果及びその分析に加えて、今後の改善方策について併せて公表

することが適当です。また、公表方法については、園便りに掲載する、ＰＴＡ総会等の機会に

保護者に対する説明を実施するなど、幼児の保護者に対して広く伝えることができる方法が求

められます。 

(2) 学校関係者評価（学校教育法施行規則第６７条） 

幼稚園は、自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他関係者による評価

を行い、その結果を公表するよう努めなければなりません。学校関係者評価の評価者について

は園児の保護者を含めることが適当です。公表方法については、自己評価の公表方法と同様に

行います。 



~ 12 ~ 
 

なお、保護者等を対象とするアンケートの実施のみをもって学校関係者評価を実施したと

みなすことは適当ではありません。（アンケートは、自己評価のための資料となるものです。） 

(3) 設置者への報告（学校教育法施行規則第６８条） 

幼稚園は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、当該幼稚園の設

置者に報告しなければなりません。報告は、報告書としてまとめたものを設置者に提出する方

法が適当です。 

 

１０ 災害状況報告について 

以下に該当する災害等により、人的被害が生じた場合は様式１「人的被害に関する報告」を物

的被害が生じた場合は様式２「物的被害に関する報告」（別冊１ Ｐ８６参照）を、こども政策

課（ＦＡＸ０２８－６２３－３０７０）に速やかに報告してください。 

  １ 暴風、豪雨、洪水、地震、その他異常な自然現象（竜巻など） 

  ２ 大規模な火事、爆発、放射性物質の大量の放出 

  ３ 多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故 

 

１１ 幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受入れについて 

２歳児は幼稚園に入園することはできません（学校教育法第２６条）が、未就園児親子教室

などの子育て支援として受け入れることは可能です。 

この子育て支援については、「幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受入れに係る留

意点（平成 19 年 3 月 31 日 18 文科初第 1275 号）」（別冊２ Ｐ３８参照）を踏まえ、適切な

事業実施をお願いします。 

なお、保育の実態があると認められる２歳児の受入れは、認可外保育施設の設置届や認定こ

ども園の認可を受ける等の、所要の措置が必要となります。 

 

（参考）認可外保育施設に対する指導監督の実施について（H13.3.29 厚生労働省局長通知） 
〔別紙〕認可外保育施設指導監督の指針 
第１ 略 
（留意事項２）教育を目的とする施設の取扱い 

（略）なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの

内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、

判断すべきであるが、少なくとも１日４時間以上、週５日、年間 39 週以上施設で親と離れる

ことを常態としている場合は保育されているものと考えられる。 
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第２章 学校法人の管理と運営 

 

  学校法人は、私立学校の設置を目的として設立される法人であり、学校法人はその設置する

学校を管理します。学校法人が法人として活動するために、私立学校法は、管理機関として理

事、監事、評議員並びに理事会、評議員会等について定めています。 

 

 １ 学校法人の定義 

   「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立

される法人をいいます。（私立学校法第３条） 

私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人（準学校法人）は、本来の学

校法人ではありませんが、学校法人に関する規定が準用されています。（私立学校法第６４

条第４項） 

 

 ２ 学校法人の設立 

   学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学

校の種類、名称等所定の事項を定めた上、知事の認可を受けなければなりません。 

   知事は、学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要

な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどう

か、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定し

ます。 

   なお、この場合、知事はあらかじめ私立学校審議会の意見を聴取します。 

   学校法人の認可は、私立学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の

所在地において設立の登記をすることによって設立します。（私立学校法第３０条、第３１

条、第３３条） 

 

 ３ 私立学校と学校法人の関係 

   学校法人は、私立学校を設置運営する主体であり、学校法人は私立学校を管理し、私立学

校の経費を負担（設置者負担主義。学校教育法第５条）するとともに、権利義務の主体とな

ります。 

 

 ４ 学校法人の資産 
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   学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びに

その設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければなりません。 （私立学校法第２

５条第１項） 

(1) 基本財産（私立学校法施行規則第２条第６項） 

  ア 基本財産とは、私立学校に必要な施設（園地、園舎）、設備（教具、校具（教育上必要

な机、椅子等））又はこれらに要する資金をいいます。 

  イ 学校法人設立の認可基準としては、基本財産は原則として負担付き又は借用のものでないこ

ととされています。（昭和２５年私立学校法施行通達） 

(2) 運用財産（私立学校法施行規則第２条第６項） 

 ア 運用財産とは、私立学校の経営に必要な財産をいいます。 

イ 運用財産は、学校の種類、規模に応じて、毎年度の経常支出に対し、授業料、入学金等の経

常的収入その他の収入で収支の均衡が保てるものであることとされています。（昭和２５年

私立学校法施行通達） 

 

 ５ 学校法人の登記 

   学校法人の登記は、組合等登記令の定めるところによりしなければなりません。 

   また、登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗でき

ません。（私立学校法第２８条） 

○ 学校法人の登記事項（組合等登記令第２条） 

 ① 目的及び業務 

 ② 名称 

 ③ 事務所の所在場所 

 ④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

 ⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

 ⑥ 資産の総額 

 ⑦ 設置する私立学校の名称 

  

 ６ 学校法人の収益事業 

   学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充

てるため、収益を目的とする事業を行うことができます。（私立学校法第２６条第１項） 

 収益事業を行う場合は、収益事業の種類を寄附行為に記載するとともに、その収益を設置する

私立学校の経営に充てることが必要です。 

 (1) 収益事業の種類 
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    収益事業の種類は、私立学校審議会の意見を聴いて所轄庁が定め、公告します。（私立学校

法第２６条第２項） 

    なお、栃木県では、平成１３年９月２８日付け栃木県告示第５３４号（平成２８年１２月１

３日一部改正）「知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類」で告示さ

れています。 

    経営が投機的に行われるもの、風俗営業等に係るもの、学校教育に支障のあるもの等、学校

法人としてふさわしくない事業は、行うことができません。 

   ○ 学校法人が行うことができる収益事業の種類（日本標準産業分類による） 

    ① 農業、林業 

    ② 漁業 

    ③ 鉱業、採石業、砂利採取業 

    ④ 建設業 

    ⑤ 製造業（「武器製造業」に関するものを除く。） 

    ⑥ 電気・ガス・熱供給・水道業 

    ⑦ 情報通信業 

    ⑧ 運輸業、郵便業 

    ⑨ 卸売業、小売業 

    ⑩ 保険業（「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。） 

    ⑪ 不動産業（「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。）、物品賃貸業 

    ⑫ 学術研究、専門・技術サービス業 

    ⑬ 宿泊業、飲食サービス業（「料亭」、「酒屋、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナ

イトクラブ」に関するものを除く。） 

    ⑭ 生活関連サービス業、娯楽業（「遊戯場」に関するものを除く。） 

    ⑮ 教育、学習支援業 

    ⑯ 医療、福祉 

    ⑰ 複合サービス業 

    ⑱ サービス業（他に分類されないもの） 

  (2) 収益事業の会計 

    収益事業に関する会計は、私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理

しなければなりません。（私立学校法第２６条第３項） 
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 ７ 学校法人の解散、合併 

  (1) 学校法人の解散 

   ① 学校法人の解散には、次の６つの事由があります。（私立学校法第５０条第１項） 

      ◎ 解散の議決※ 

      ○ 寄附行為に定めた解散事由の発生 

      ◎ 目的たる事業の成功の不能 

      ○ 学校法人又は準学校法人との合併 

      ○ 破産手続開始の決定 

      ○ 所轄庁の解散命令 

     ◎は私立学校審議会の意見を聴いて所轄庁の認可又は認定が必要（私立学校法第５０条第

２項、第３項） 

     ※は理事の３分の２以上の同意が必要（及び評議員会の議決） 

   ② 理事長は、解散の議決及び目的たる事業の成功の不能を事由に解散する場合は、あら

かじめ、評議員会の意見を聴取しなければなりません。（私立学校法第４２条第１項第

５号） 

  (2) 残余財産 

   ① 解散した学校法人の残余財産は、破産と合併の場合を除き、寄附行為の定めるところ

により、その帰属すべき者に帰属します。（私立学校法第５１条第１項） 

   ② 前記により処分されない財産は、国庫に帰属します。（私立学校法第５１条第２項） 

   ③ 残余財産の帰属者を寄附行為に記載する場合には、学校法人又はその他教育の事業を

行うものに限定されます。（私立学校法第３０条第３項） 

  (3) 学校法人の合併 

   ① 理事の３分の２以上の同意が必要です。（私立学校法第５２条第１項） 

   ② 理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聴取しなければなりません。（私立学校法第

４２条第１項第４号） 

   ③ 所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。（私立学校法第５２条第２項） 

 

 ８ 学校法人の役員 

  ① 理事５人以上、監事２人以上が必要です。（私立学校法第３５条第１項） 

  ② 理事のうち１人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となります。（私立学校法 

第３５条第２項） 
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 ９ 理事 
  (1) 理事の選任 
   ① 理事となる者は、次に掲げる者です。（私立学校法第３８条第１項） 
    ア 当該学校法人の設置する私立学校の校長（学長、園長）（私立学校を２校以上設置

している場合は、寄附行為の定めるところにより、そのうちの１人又は数人を理事と

することが可能です。） 
    イ 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

（寄附行為をもって定められた者を含む。） 
    ウ 前各号のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者 
   ② 理事のうちには、その選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者（外部理事）

が１名以上含まれなければなりません。ただし、最初の選任の際に外部理事として選

任された理事が再任される際には、外部理事とみなされます。（私立学校法第３８条第

５項及び第６項） 
   ③ 理事及び監事のなかには、その配偶者又は３親等以内の親族が１人を超えて含まれて

はいけません。（私立学校法第３８条第７項。下記「３親等内親族の範囲図」参照） 
   ④ 役員の欠格事由…学校教育法第９条を準用（私立学校法第３８条第８項） 
    ア 成年被後見人又は被保佐人 
    イ 禁錮以上の刑に処せられた者 
    ウ 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより、免許状が

その効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 
    エ 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により、免許状取上げの処分

を受け、３年を経過しない者 
    オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
（参考 ３親等内親族の範囲図） 
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(2) 理事の職務 

    理事（理事長を除く。）は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事

長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、

理事長が欠けたときは、その職務を行うこととされています。（私立学校法第３７条第２

項） 

 実際には、理事長以外の理事に代表権を与えている学校法人はありませんので、理事長

以外の理事は、理事会構成員とし理事会の決議に参加するほか、寄附行為に定められた

分掌事務を執行することとなります。また、理事長に事故等が生じたときに備えて、寄

附行為に基づき、理事会において理事長の職務を代理する理事をあらかじめ決めておく

ことが望まれます。 

(3) 理事の忠実義務 

理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければな

りません。（私立学校法第４０条の２） 

 

 10 理事会 

  (1) 理事会の役割 

    理事会は、学校法人の業務を決定し、理事の職務執行を監督します。（私立学校法第３

６条第２項） 

  (2) 理事会の運営 

   ① 理事会は、理事長が招集します。ただし、理事長以外の理事が寄附行為の定めるとこ

ろにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は理事会を招集しなければなりませ

ん。（私立学校法第３６条第３項） 

   ② 理事長は、理事会の議長となります。（私立学校法第３６条第４項） 

   ③ 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができませ

ん。（定足数を寄附行為により加重することも可。）また、理事会の議事は、寄附行為に

別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数の場合は議長

の決するところによります。（私立学校法第３６条第５項及び第６項） 

    ※寄附行為の別段の定め 

     理事長の選任、理事の解任、予算及び事業計画の承認、予算外の新たな義務の負担又

は権利の放棄、解散、合併、残余財産の処分の承認、寄附行為の変更等 

   ④ 議決事項については議事録を作成し、議事録には出席理事全員が署名（自署の必要が

あります。）押印して備えておかなければなりません。（寄附行為作成例第１９条、別冊

２ Ｐ７参照） 
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     なお、理事会の議事については、白紙委任ではなく、できる限り書面による意思表示

を行うべきです。（参考例別冊２ Ｐ３２） 

 

11 理事長の職務 

 (1) 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理します。（私立学校法第３７条第１項） 

   ○ その他の私立学校法に規定する理事長の職務 

    ① 評議員会の招集（私立学校法第４１条第３項） 

    ② 評議員会の意見聴取（私立学校法第４２条） 

    ③ 評議員会に対する決算及び事業の実績の報告（私立学校法第４６条） 

 

 12 監事 

  (1) 監事の職務は、次のとおりです。（私立学校法第３７条第３項） 

   ① 学校法人の業務を監査すること。 

   ② 学校法人の財産の状況を監査すること。 

   ③ 学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、その会

計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

   ④ ①又は②の結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実がある

ことを発見したとき、これを所轄庁に報告し又は理事会及び評議員会に報告すること。 

   ⑤ ④の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求するこ

と。 

   ⑥ 学校法人業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 

  (2) 監事の選任 

   ア 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任します。（私立学校法第３８条第４項） 

   イ 監事は、理事、評議員又は学校法人の職員（設置する私立学校の校長、教員、その他

の職員を含む。）との兼職が禁止されています。（私立学校法第３９条） 

   ウ 外部監事の選任業務、親族の就任制限、欠格事由については、理事と同様です。（私

立学校法第３８条第５項～第８項） 

 

 13 評議員会 

  (1) 評議会には次の性格があります。 

   ア 学校法人の必置機関（私立学校法第４１条第１項） 

   イ 合議制の諮問機関（寄附行為をもって議決機関とすることが可能。私立学校法第４２

条第２項） 
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   ウ 理事の定数の２倍を超える数の評議員で組織（私立学校法第４１条第２項） 

  (2) 評議員会の職務 

    学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して

意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができます。（私

立学校法第４３条） 

    なお、私立学校法第４２条第１項に掲げる事項（予算及び事業計画、寄附行為の変更等）

については、理事長は、必ず、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければなりません。

また、決算及び事業の実績についても、理事長は毎会計年度終了後２月以内に評議員会

に報告し、その意見を求めなければなりません。 

  (3) 評議員の選任 

   ① 評議員となる者は、次に掲げる者です。（私立学校法第４４条第１項） 

    ア 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 

    イ 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢２５年以上のもののうちか

ら、寄附行為の定めるところにより選任された者 

    ウ 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者 

   ② 私立学校法上、欠格事由、親族の就任制限の規定はありません。ただし、大部分の学

校法人では、寄附行為において、理事や評議員のうち１人と親族や特定の関係のある

者の数は、評議員現在数の３分の１を超えてはならないとする制限を設けています。 

 

 14 役員等選任の手続き 

私立学校法は、園長が自動的に理事となる場合以外は、理事、評議員の選任手続を寄附

行為に委任しています。（私立学校法第３８条、第４４条） 

   しかし、これについては、寄附行為において、一定の理事は評議員会が、一定の評議員は

理事会が選任する旨定めているのが一般的です。 

   これらの理事、評議員が同時に任期満了になるときの改選手続については、次のような選

任手続が簡便であると思われます。 
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（参考 役員選任手続きの手順例） 

 

  

 １ 現理事会の開催 

   出席者：園長理事、現評議員選出理事、現学識経験者理事、（現幹事） 

  ① 新学識経験者理事の選任 

  ② 新卒園生評議員の選任 

  ③ 新学識経験者評議員の選任 

  ④ 新職員評議員の推薦 

                ↓ 

 ２ 現評議員会の開催 

   出席者：新職員評議員、現卒園生評議員、現学識経験者評議員 

  ① 新職員評議員の選任 

                ↓ 

 ３ 新評議員会の開催 

   出席者：新職員評議員、新卒園生評議員、新学識経験者評議員 

  ① 新評議員選出理事の選任 

  ② 新監事の選任の同意 

                ↓ 

 ４ 新理事会の開催 

   出席者：園長理事、新学識経験者理事、新評議員選出理事、（新監事） 

  ① 新理事長の互選 

 

注） 次の条件での手順例であり、寄附行為の規定により異なる場合があります。 

１ 理事の選任区分 

 ① 園長 

 ② 評議員選任理事（評議員会で選任） 

 ③ 学識経験者理事（理事会で選任） 

２ 評議員の選出区分 

 ① 職員評議員（理事会で推薦し、評議員会で選任） 

 ② 学識経験者評議員（理事会で選任） 

 ③ 卒園生評議員（理事会で選任） 
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 15 学校法人が備え付けるべき表簿 

  ① 寄附行為 

  ② 理事会議事録 

  ③ 評議員会議事録 

  ④ 財産目録、収支計算書、貸借対照表、事業報告書及び監査報告書 

  ⑤ 役員の名簿、履歴書及び役員就任承諾書 

  ⑥ 評議員の名簿及び履歴書 

  ⑦ 権利関係書類（登記事項証明書、許認可書、各種契約書） 

  ⑧ その他学校法人運営の基礎となる書類 

 

 16 財務情報の公開 

   学校法人が公共性の高い法人として説明責任を果たし、関係者の理解と協力を一層得られ

るようにしていく観点から、学校法人の財務情報の公開が義務付けられています。 

  （私立学校法第４７条第２項） 

   ① 閲覧に供することが必要な書類は、次のとおりです。 

    ・財産目録 

    ・貸借対照表、収支計算書（資金収支計算書及び事業活動収支計算書） 

    ・事業報告書（一般の人が学校法人の事業を理解しやすいように、法人の概要、幼稚園

の概要、財務の概要を記載したもの。別冊１ Ｐ３３参照） 

・監事による監査報告書 

   ② 閲覧対象者は、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人と

されています。利害関係人とは、在学者のほか学校法人との間で法律上の利害関係を有

する者を指し、具体例を挙げると次のとおりです。 

・当該学校法人の設置する幼稚園に在園する園児の保護者 

・当該学校法人と雇用契約にある者 

・当該学校法人に対する債権者、抵当権者 

   ③ 閲覧請求があった場合でも、正当な理由がある場合は、閲覧を拒むことができます。

具体的な例を挙げると次のとおりです。 

    ・就業時間外や休業日に請求がなされた場合等、請求権の濫用に当たる場合 

    ・当該学校法人を誹謗中傷することを目的とする場合等、明らかに不法・不当な目的で

ある場合 

    ・公開すべきでない個人情報が含まれる場合 
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 17 学校法人の諸規程類について 

   教育基本法、私立学校法、学校教育法に従い設立された学校法人は、学校を設置し、学校

教育を行うことを目的としますが、その目的事業遂行のためには、一定の行為基準を策定す

ることが必要となります。このような行為基準を成文化したものが規程です。 

   学校法人の管理・運営のために必要な規程は、次のとおりですが、これらの規程を制定す

る際には、幼稚園の規模に応じたものであるか、実情に即しているか、公正であるか、必要

最低限のものが入っているか注意してください。 

   なお、現代において、就業規則、給与規程、経理規程等が未整備の学校法人や、作成して

あってもこれらの規程類が実態に沿わないため必ずしも規程類の定めどおり運営されてい

ない学校法人も見受けられますので、これらの学校法人にあっては、早急に諸規程類の整備

を図り、諸規程類の定めに基づいた学校法人の運営を行う必要があります。 

(1) 寄附行為 

 寄附行為とは、学校法人の根本規則たるべきものであって、法人の現在及び将来のあ

り方を規制するものであり、法律に定められた事項（必要的記載事項）のほか、法令の

規定に違反しない限り任意的な事項を定めることができますが、その変更には所轄庁の

認可を要します。（私立学校法第４５条第１項） 

  ただし、寄附行為の次の事項の変更については、認可は不要ですが、変更後、遅滞な

く所轄庁へ届け出てください。（私立学校法第４５条第２項） 

① 学校等の名称 

② 事務所の所在地 

③ 公告の方法 

(2) 経理規程 

    私立学校振興助成法により、経営費補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基

準により会計処理を行うこととされていますが、学校法人の運営の適正化、学校経営の健

全化、そして就園する幼児に係る経済的負担の適正化を図るために、経理規程は非常に重

要なものです。 

  (3) 就業規則 

    学校法人は就業規則を作成しなければなりませんが、常時１０人以上の教職員を雇用し

ている学校法人においては、労働基準法第８９条の定めるところに従って就業規則を作成

し、所定の手続を経て労働基準局に届け出ることが義務付けられています。 

この手続は、理事長が原案を作成し、理事会で承認を受けた後、教職員に提示して意

見を聴く必要があります。労働基準局への届出の際、この意見書の添付が求められます。 

   (4) 給与規程 

    給与に関する事項については、就業規則の一部を構成するものですが、労働基準法で別

の定めができることになっており、社会の変動とともに改正する必要があるので、別に作
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成することになりました。給与表については、園の経済状態や予算、周囲の状況を考慮し

て作成されるようお願いします。 

   (5) 園則（学則） 

    園則は、学校法人の目的である「教育」に関する規程です。園則作成に当たっては、「学

校教育法」、「学校教育法施行規則」、「私立学校法」、「幼稚園設置基準」、「幼稚

園教育要領」等を理解のうえ、私立幼稚園の特色を発揮できるものとしてください。 

       なお、園則を改正する場合には、園則変更届（別冊１ Ｐ２参照）の提出が、また、収

容定員の変更の場合には、収容定員に係る学則変更認可（別冊１ Ｐ４６参照）を受け

る必要がありますので、注意してください。 

 

 18 学校法人に対する指導等 

   私立学校の自主性を尊重しつつ、私学全体に対する不信感につながるような異例な事態に

所轄庁が適切に対応するため、以下の規定が整備されています（私立学校法）。 

(1) 所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備（同法第 60 条関係） 

① 学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

② 学校法人が措置命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができる。 

③ 措置命令や役員の解任勧告を行う場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会

等の意見を聴かなければならない。 

(2) 報告及び検査の規定の整備（同法第 63 条関係） 

所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し業務・財産の状

況について報告を求め、又は学校法人の事務所等に立ち入り、検査することができる。 

(3) 忠実義務規定の明確化（同法第 40条の２関係） 

学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わ

なければならないことを規定。 
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 19 学校法人の規程の体系図 
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20 学校法人の組織図 
 

  
《理事長の諮問に対し意見を述べる事項》 
 予算、借入金（短期借入金を除く。）及び重要な資産の処分に関する事項 
 事業計画 
 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
 寄附行為の変更 
 合併 
 目的たる事業の成功の不能による解散 
 寄附金品の募集に関する事項 
《理事長からの報告に意見を述べる事項》 
 決算及び事業の実績（会計年度終了後２ヶ月以内） 
《意見の具申等》 
 学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、

役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え又は報告を徴するこ

と。 
《理事会》 
 学校法人の業務の決定及び理事の職務執行の監督 
《理事長の職務》 
 学校法人を代表し、業務を総理 
 理事会の招集 
 評議員会の招集 
 理事会の議長就任 
 積立金の保管 
 予算及び事業計画の編成（会計年度開始前） 
 評議員会に対する決算及び事業の実績の報告（会計年度終了後２月以内） 
  財産目録・貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成し、監査報告

書とともに事務所に備えて置かなければならない。 
 
 学校法人の業務を監査すること。 

学校法人の財産の状況を監査すること。 
毎年度監査報告書を作成し、会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員 
会に提出すること。 
学校法人の業務又は財産状況について監査した結果、不正の行為又は法令 
若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、これ 
を知事又は理事会及び評議員会に報告すること。 
上記の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員の 
招集を請求すること。 
学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べる 
こと。 

理

事

会 

※ 

業 

務 

決 

定 

機 

関 

評

議

員

会 

※  

諮 

問 

機 

関 

監

事 

※  

監 

査 

機 

関 

理

事

長 
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 第３章 私学の税制 

 

  私立学校及びその設置者である学校法人に対しては、教育の公共性が極めて高いため、諸々

の減免税措置が講じられています。 

  また、個人や法人が学校法人に対して寄付等を行う場合についても、寄付者に対して、国又

は地方公共団体への寄付に準ずる特例措置が設けられています。 

  なお、税制改正により内容に変更が生じることがあるので、詳細については、国税は管轄の

税務署、地方税は県税事務所又は各市町村の税務担当窓口に相談してください。 

 

 １ 学校法人が納付すべき税に係る特例 

  (1) 法人税 

   ① 収益事業所得以外は非課税（法人税法第７条） 

   ② 収益事業所得については、 

    ア 税率は１９％（普通法人は２５．５％） 

      （法人税法第６６条、法人税法施行令第５条） 

      なお、特別法により、一定期間、税率が軽減されています。 

    イ 収益事業の所得を非収益事業（学校教育部門）に繰り入れる場合は、これを寄付金

とみなして、当該所得の５０％か２００万円のいずれか大きい金額を損金算入し、

非課税扱いとすることができます。 

     （法人税法第３７条第４項、法人税法施行令第７３条第１項第３号） 

    ※ 収益事業は法人税法第２条第１３号で定められている事業（物品販売業、不動産販

売業その他３３種類の事業）で、私立学校法第２６条の収益事業とは異なります。 

（法人税法施行令第５条参照） 

 

  (2) 住民税（県民税、市町村民税） 

   ① 収益事業所得以外は非課税 

   ② 収益事業を行っている場合は課税されますが、収益事業所得について、所得の９０％

以上を学校教育の事業に繰り入れている場合には課税されません。 

    （地方税法第２５条第１項、第２９６条第１項、地方税法施行令第７条の４、第４７条） 

  

(3) 事業税、事業所税 

    収益事業所得以外は非課税（地方税法第７２条の５、第７０１条の３４第２項） 
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 (4) 不動産所得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税 

    直接教育の用に供する不動産、固定資産については課税されません。 

    （地方税法第７３条の４第３号、第３４８条第２項第９号、第７０２条の２第２項、    

第５８６条第２項） 

 

 (5) 贈与税、相続税 

    学校法人が財産の贈与又は遺贈を受けた場合、原則として贈与税、相続税は課税されま

せんが、当該贈与者又は遺贈者の親族その他特別の関係があると認められる者の税負担

が不当に減少する結果となる場合、また、学校法人の組織や寄附行為等が一定の条件を

満たさないときは、学校法人を個人とみなして課税されることがあります。 

（相続税法第１２条、第２１条の３、第６６条、相続税法施行令第２条、第４条の５） 

 

  (6) 登録免許税 

    園舎等の所有権保存登記や直接教育の用に供する土地の所有権等の取得登記には課税

されません。 

 ただし、当該不動産が直接教育の用に供される旨の知事の証明が必要です。 

 （登録免許税法第４条。別冊１ Ｐ７７参照） 

 

  (7) その他 

   ① 利子・配当所得等については、所得税は非課税（所得税法第１１条第１項） 

   ② 授業料、入園料、施設設備費、入園検定料、在学証明手数料を対価として行われる教

育に関する役務の提供及び教科用図書の譲渡については、消費税及び地方消費税は非課

税（消費税法第６条別表第一第１１号、第１２号、消費税法施行令第１４条の５） 

   ③ 学校法人の寄附行為に定められた目的を達成するための業務の用に供されている土

地等については、地価税は非課税（地価税法第６条） 

 

 ２ 学校法人に対して寄付を行う者に対する特例 

  (1) 個人が寄付した場合 

個人が学校法人に対して寄附をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認め

られており、確定申告によって一定額の控除を受けることができます。 

寄附金控除に係る制度は「所得控除」と「税額控除」の２種類があり、寄附者の所得

額や寄附金額によって控除できる金額が異なります。 

 

【所得控除】所得税法第７８条 

①－１ 個人が支出した特定寄附金の一定額が総所得金額等から控除されます。 
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なお、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認め

られるものなどは、特定寄附金に該当しません。 

控除額 ＝ 寄付金額（総所得金額等の４０％を限度）－２千円 

 

※特定公益増進法人について 

特定公益増進法人に対する寄附金は、特定寄附金に含まれます。 

この証明（５年間有効）を受けるには、こども政策課に申請が必要となります。 

（所得税法施行令第２１７条。別冊１ Ｐ８０参照） 

 

【税額控除】租税特別措置法第４１条の１８の３ 

①－２ 特定公益増進法人及び税控除対象法人であることの証明を受けている学校法人

に対する寄附については、個人が支出した税額控除対象寄附金の一定額が所得税

額から控除されます。 

なお、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認め

られるものなどは、特定寄附金に該当しません。 

控除対象額＝〔税額控除対象寄附金（総所得金額等の４０％を限度）－２千円〕×４０％ 

注 控除対象額：この額（所得税額の２５％を限度）が所得税額から控除されます。 

 

※税額控除対象法人について 

この証明（５年間有効）を受けるには、こども政策課に申請が必要となります。 

（租税特別措置法施行令第２６条の２８の２。別冊１ Ｐ８３） 

なお、証明を受けるには所定の要件を満たす必要がありますので、文部科学省のホ

ームページ「学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明～申請の手引き～」を御参

照ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1311465.htm 

 

   ② 個人住民税において、①と同様に、国、地方公共団体及び特定公益増進法人に対する

寄付金については、寄付金額の一定額が個人住民税から控除されます。 

    ア 控除額 ＝（寄付金額(所得の 30％が限度)－5 千円）×4％（県民税） 

    イ 控除額 ＝（寄付金額(所得の 30％が限度)－5 千円）×6％（市町村民税） 

     但し、市町村においては、寄付金控除の対象としていない場合がありますので、各市

町村の税務担当窓口に確認してください。 

   ③ 贈与・遺贈の際の「みなし譲渡所得」は非課税 

     所得税法第５９条第１項によるみなし譲渡所得の規定が適用されません。 

    （租税特別措置法第４０条） 
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    ※ 贈与等のあった日から２年以内に教育の用に供されること、贈与等をした者の税負

担を不当に減少させないこと、学校法人の管理運営が適正であること等の要件を充た

し、国税庁長官の承認を受けたものに限られます。 

   ④ 相続又は遺贈により取得した財産を直ちに学校法人に贈与した場合、贈与者、    

その親族その他特別な関係がある者の税負担を不当に減少させると認められる場合を

除き、相続税は非課税（租税特別措置法第７０条、同法施行令第４０条の３） 

    ※ 知事の証明が必要（旧租税特別措置法施行規則第２３条の３第４項。別冊１ Ｐ８４参照） 

  

 (2) 法人が寄付した場合 

   ① 「損金算入限度額」までの寄付金は、寄付の相手方、使途を問わず損金に算入するこ

とが認められます。 

    （法人税法第３７条第３項第２号口、法人税法施行令第７３条第１項） 

   ② 特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄付金は、①の限度額と同額が

別枠で損金算入でき、課税対象所得から控除されます（公益法人等が支出する場合は除

く。）。（法人税法第３７条第４項） 

    ※ 当該学校法人が「特定公益増進法人」である旨の知事の証明が必要 

     （法人税法施行規則第２４条。別冊１ Ｐ８０参照） 

   ③ 指定寄付金は全額が損金算入対象となり、課税対象所得から控除 

     （法人税法第３７条第３項２号） 

  

 ３ その他 

  (1) 学校用地を売却した者の特例措置 

収用事業の認定を受けなくても、公共用地取得の緊急性、重要性等を勘案し、用地を

買い取る者の交付する買取証明書により、譲渡所得の特別控除（５，０００万円）が適

用される、いわゆる「簡易証明方式」によるものとして、学校法人が幼稚園用地等を買

取った場合が認められています。（租税特別措置法第３３条第１項） 

※ 管轄の税務署と事前に十分協議してください。 

 

  (2) 個人立幼稚園の特別措置 

   ① 個人立幼稚園に対する相続税 

     公益を目的とする事業を行うものが相続又は遺贈に因り取得した財産で当該公益を

目的とする事業の用に供することが確実なものについては、相続税が非課税とされてい

ます。 

     個人立幼稚園の教育用財産については、 

    ア 相続開始前少なくとも５年間学校を継続して運営しており、相続後も学校を継続 
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することが確実であると認められること 

    イ 相続開始前少なくとも５年間家計に充てる金額が適正である旨の税務署長の認定 

を受けていること 

等の要件があります。 

（相続税法施行令第２条、第４条の５、附則第４項、相続税法施行規則附則第３項） 

   ② 個人立幼稚園の学校法人化の際のみなし譲渡所得 

     個人立幼稚園が学校法人化する際に、負債引受けを行う場合の租税特別措置法 

    第４０条の規定によるみなし譲渡所得の非課税について、なるべく課税の実体が 

生じないよう取り扱われています。 
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 ４ 私学関係税制の概要一覧 
（国税関係） 

所得税（利子所得、配当所得等）の非課税 所得税法第１１条第１項 
法人税の非課税 
※収益事業による所得を除く 

法人税法第７条 

贈与税の非課税 
※学校法人を個人とみなして課税される場合あ

り 

相続税法第２１条の３第１項 
相続税法施行令第４条の５ 
（法第６６条第４項） 

相続税の非課税 
※学校法人を個人とみなして課税される場合あり 

相続税法第１２条第１項 
相続税法施行令第２条（法第６６条第４項） 

地価税の非課税 地価税法第６条（平成 10 年以降課税停止） 
登録免許税の非課税 登録免許税法第４条第２項 
消費税の非課税 （授業料、入学金、施設整備

費、 入学検定料、 在学証明書等の手数料の対

価として行われる労務の提供及び教科用図書の

譲渡） 

消費税法第６条 

（地方税関係） 
道府県民税の非課税 
※収益事業を行うものを除く 

地方税法第２５条第１項 

事業税の非課税 
※収益事業に係る所得を除く 

 〃  第７２条の５ 

不動産所得税の非課税  〃  第７３条の４ 
地方消費税の非課税（消費税と同じ）  〃  第７２条の７８ 
市町村民税の非課税 
※収益事業を行うものを除く 

 〃  第２９６条 

固定資産税の非課税  〃  第３４８条第２項 

特別土地保有税の非課税  〃  第５８６条第２項 
事業所税の非課税 
※収益事業に係るものを除く 

 〃  第７０１条の３４第２項 

都市計画税の非課税  〃  第７０２条の２第２項 
（学校法人への寄附金等関係） 
所得税（みなし譲渡所得）の非課税 租税特別措置法第４０条第１項 

（所得税法第５９条第１項） 
（国税庁長官の承認必要） 

個人寄付金の所得控除 
法人寄付金の損金算入 

所得税法第７８条第１項 
法人税法第３７条第３項 

（特定公益増進法人） 所得税法施行令第２１７条第１項 
法人税法施行令第７７条第１項 

（指定寄附金） ※財務大臣の指定 個別指定 学校法人設立準備財団法人等 
包括指定 施設設備の災害復旧を目的とするもの 

私立学校復興・共済事業団を通じるもの 
個人寄付金の税額控除 租税特別措置法第４１条の１８の３ 

（税額控除対象法人） 租税特別措置法施行令第２６条の２８の２第１項 

（相続財産の贈与関係） 

相続財産を学校法人に贈与した場合の相続税 
の非課税 

租税特別措置法第７０条 
租税特別措置法施行令第４０条の３ 
（知事の証明必要） 
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第４章 会計処理 

 

 １ 会計年度 

   学校法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わることになっています。

（私立学校法第４８条） 

 

 ２ 予算及び事業計画 

   学校法人の様々な支出は、あらかじめ決定された予算の執行として行われます。 

  (1) 本予算及び事業計画 

   ① 本予算（当年度当初予算）及び事業計画（別冊１ Ｐ２７参照）は、会計年度開始日

前日までに作成しなければなりません。 

    （手順） 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 本予算は、６月３０日までに所轄庁へ提出しなければなりません。（私立学校振興助

成法第１４条第２項、私立学校関係法施行細則第１７条の２第１項） 

  (2) 補正予算 

    補正予算は本予算に対して修正を行う予算です。あらかじめ評議員会に付議した上で、

理事会の承認が必要であることは、言うまでもありません。 

    予備費の使用、科目間の流用によってもなお補うことができない支出が生じた場合など

に編成します。 

    支出超過が生ずる前に的確にその内容を把握し補正予算を作成することが大切です。 

    なお、決定後遅滞なく収支予算変更届（別冊１ Ｐ７１参照）を所轄庁に届け出る必要

があります。（私立学校関係法施行細則第１７条の２第２項） 

  (3) 暫定予算 

    何らかの理由により、会計年度開始までに予算を決定できない場合、ある期間、例えば

４月１日から４月３０日の間だけの予算を編成することになります。 

これは暫定予算と呼ばれていますが、あくまで臨時的な予算であり、このような予算を

編成することのないよう幼稚園運営を行う必要があります。 

学校法人の事務の統括者として理事長が予算案及び事業計画案を作成する 

編成した予算案及び事業計画案について、理事長は評議員会の意見を聞く 

評議員会の意見を参考にした上で、理事会の議決で決定する 
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 ３ 予算の執行 

   予算は理事長が執行します。しかし、理事会で、学校法人の理事その他の職員の小切手等

の振出の権限を与えて、その者に支出を行わせることが可能です。 

 

 ４ 決算及び事業の実績 

   会計年度が終了すると、決算及び事業の実績について評議員会に報告するとともに、理事

会で承認し、これを確定するための手続きを行います。 

   決算とは、その会計年度内における収入、支出、損金等の実績を明らかにし、予算と対比

することをいいます。また、事業の実績（別冊１ Ｐ３０参照）は、学校法人の行った事業

についての実績書を作成し、その内容を明らかにすることをいいます。 

(1) 決算及び事業の実績 

  理事長は毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その

意見を求めなければなりません。（私立学校法第４６条）さらに、予算と同様に理事会で

承認の議決をすることが必要です。 

  また、監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度監査報告書を作成

し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出しなければなりません。（私

立学校法第３７条第３項第３号） 

(2) 資産総額変更登記 

決算の結果、資産総額に変更がある場合は、事業年度終了後３月以内に、登記をしなけ

ればなりません。（組合等登記令第３条第３項） 

ただし、寄附行為において２月以内と定めている場合は、その期限内に登記を行うこと

となります。 

(3) 財産目録等の作成及び財務情報の公開 

  学校法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業

報告書（別冊１ Ｐ３３参照）を作成し、常にこれを監査報告書とともに事務所に備えて

置かなければなりません。さらに、園児の保護者などの利害関係人から請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて、これらの書類を閲覧に供しなければなりません。

（私立学校法第４７条） 

 

 ５ 会計処理等について 

  (1) 学校法人会計基準による会計処理 

    県から運営費補助金を受けている学校法人は、「学校法人会計基準」に従い、適切な会

計処理を行わなければなりません。 

    なお、運営費補助金を受けていない幼稚園も、幼稚園の適切な運営を図る上から、他の

会計と区分し、特別の会計として経理するようにしてください。 
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  (2) 計算書類 

    学校法人が作成しなければならない計算書類は、次のとおりです。（学校法人会計基準

第４条） 

① 資金収支計算書、これに付随する次に掲げる内訳表及び活動区分資金収支計算書 

 ア 資金収支内訳表（複数の学校を設置する場合） 

 イ 人件費支出内訳表 

 ウ 活動区分資金収支計算書 

② 事業活動収支計算書及びこれに付随する次に掲げる内訳表 

 ア 事業活動収支内訳表（複数の学校を設置する場合） 

③ 貸借対照表及びこれに付随する次に掲げる明細表 

 ア 固定資産明細表 

 イ 借入金明細表 

 ウ 基本金明細表 

  (3) 計算書類の知事への届出（私立学校振興助成法第１４条） 

    県から運営費補助金を受けている学校法人は、６月３０日までに、計算書類及び収支予

算書を知事に届け出なければなりません。（私立学校関係法施行細則第１７条の２） 

 計算書類には公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが必要となります。

ただし、補助金の額が１千万円未満の学校法人は、知事の許可を受ければ、監査報告書を

省略することができます。（私学振興助成法第１４条第３項） 

  (4) 監査報告書 

    栃木県知事を所轄庁とする学校法人についての指定監査事項は、次のとおりです。 

 

  

 学校法人会計基準（昭和四十六年文部省令第十八号）の定めるところに従って、会計

処理が行われ、財務計算に関する書類（資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び

事業活動収支内訳表を除く。）が作成されているかどうか。ただし、私立学校振興助成

法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等

以外の幼保連携型認定こども園の設置者が、同法第九条の規定により、初めて補助金の

交付を受けた年度の監査事項については、学校法人会計基準の定めるところに従って、

会計制度が整備され、及び運用され、並びに資金収支計算書が作成されているかどうか。 
 

栃木県告示第 151 号（平成 28 年 3 月 25 日） 


